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京都府広報監 まゆまろ 

府政記者室・各広域振興局 同時資料配付 

 

令和２年度における児童虐待相談等の状況について（速報値） 
 
                                                                   令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ９ 日 
                                                                   京 都 府 健 康 福 祉 部 
                                                                   家 庭 支 援 課 
                                                                    （ 0 7 5 - 4 1 4 - 4 5 9 2） 
                                        障 害 者 支 援 課 
                                         （ 0 7 5 - 4 1 4 - 4 5 9 5） 
 
  京都府では、府内児童相談所（京都市を除く３箇所※）における令和２年度の児童の虐待相談・ 

対応の状況について取りまとめましたのでお知らせします。 

                               ※家庭支援総合センター、宇治児童相談所、福知山児童相談所 
 

 
◆ 児童虐待相談の状況 

 ○ 相談受理件数（令和２年度中に児童相談所が通告を受け付けた件数） 

    ２，４４８件（前年度より９９件減 前年度比９６．１％） 

 

 

年度 28 29 30 31/元 2  

 府内３児相合計 

(前年度比) 

1,502 

（134.1％） 

1,663 

（110.7％） 

2,104 

（126.5％） 

2,547 

（121.1％） 

2,448 

（96.1％） 

▶ 上半期はほぼ横ばいだが、下半期に入って警察等からの通告が減少したことにより、年度を通し 

  て見ると減少した（上半期：1,317件 前年度比 103.6％、下半期：1,131件 前年度比 88.6％） 

【上半期】コロナ禍における外出自粛により、スマートフォンの使用時間をめぐってなど、家 

庭での過ごし方について軽微な相談が見られた 

【下半期】学校再開などで日常生活が徐々に戻ってきたことにより、子どもの面前での暴力 

（面前ＤＶ）といった警察や近隣・知人からの心理的虐待通告が減少した 
 

○ 通告経路 

    ① 警察    １，２８１件（前年度より ５０件減 前年度比 ９６．２％   構成率 ５２．３％） 

    ② 近隣・知人   ２５８件（前年度より ７９件減 前年度比 ７６．６％   構成率 １０．５％） 

③ 市町村     ２３７件（前年度より １０件増 前年度比 １０４．４％  構成率  ９．７％） 

      ▶ 例年と同じく警察からの通告が過半数以上を占め、次いで近隣・知人が多い 

     ▶ 市町村との虐待対応共通マニュアルの作成など連携強化が進み、市町村からの送致や援助依頼が 

増加傾向にある 
 

 ○ 虐待の種類 

    ① 心理的虐待  １，４３９件（前年度より １０３件減 前年度比 ９３．３％ 構成率 ５８．８％） 

    ② 身体的虐待    ５０７件（前年度より   １１件減 前年度比  ９７．９％ 構成率 ２０．７％） 

    ③ ネグレクト    ４７５件（前年度より    ５件増 前年度比   １０１％ 構成率 １９．４％） 

▶ 例年と同じく心理的虐待通告が過半数以上を占め、次いで身体的虐待通告、ネグレクトが多い 

▶ 子どもの面前での暴力（面前ＤＶ）による心理的虐待通告が前年度から大きく減少した 
      

○ 主たる虐待者 

     ① 実 母    １，２４９件（前年度より ４９件減 前年度比 ９６．２％ 構成率 ５１．０％） 

       ② 実 父    １，０１８件（前年度より  １件減 前年度比 ９９．９％ 構成率 ４１．６％） 

     ▶ 子どもの面前での暴力（面前ＤＶ）による心理的虐待通告の割合が多いことから、虐待者が 

実親となるケースが多い 

 

 

 

  



１　受理件数の年次推移 

対前年

308 321 265 281 293 378 503 557 675 640 94.8%

233 251 258 340 344 488 682 622 91.2%

308 321 498 532 551 718 847 1,045 1,357 1,262 93.0%

619 732 964 1,121 1,120 1,502 1,663 2,104 2,547 2,448 96.1%

2　経路別受理状況

年度 家族 親戚
近隣
知人

児童
本人

市町村
児童
委員

保健所
医療
機関

児童福
祉施設

警察 学校等 その他 再掲
（きょうだい受理）

合計

H31/R元 57 17 177 9 124 1 0 19 8 714 24 207 139 1,357

R２ 48 21 139 12 120 0 1 9 6 683 26 197 121 1,262

構成率（%） 3.8 1.7 11.0 1.0 9.5 0.0 0.1 0.7 0.5 54.1 2.1 15.6 100.0
同　上
前年度 4.2 1.3 13 0.7 9.1 0.1 0 1.4 0.6 52.6 1.8 15.3

３　主たる虐待者

４　虐待の種類別受理状況

５　年齢別受理状況

６　危険度別受理状況

17.2 0.6 15.8 66.4

10

61.4

同上 前年度

同上 前年度

1,262

20.9 21.8 33.2 15.5 8.7

224 137

構成率（%）

高校生等 合計

H31/R元 234

581 101

4.0

身体的 虐待

R２

18.5

233

R２

年度

構成率（%） 43.4

H31/R元

42.8 7.4同上 前年度

H23年度 
 児相名

宇治児相（本所）

(参考）府児相 計

その他

H29H27 H28

実母

H30

宇治児童相談所 計
（南部家庭支援センター）

宇治児相（京田辺支所）

H26H25H24

100.01.33.2

1,357

47.7 0.0 2.1

607 41

647 0

16

28

31(R元) R２

■宇治児童相談所における児童虐待相談受理件数 〔令和２年度〕

性的 虐待

1,262775

心理的 虐待

100.0

901

548 50

244

合計実母以外 母親実父年度 実父以外 父親

0.8

8 214

48.1

1,357

合計

1,262

19.3

ネグレクト

取扱注意

構成率（%） 19.9 20.9 30.6 17.7 10.9 100.0

H31/R元 283 296 450 210 118 1,357

R２ 251 264 386

年度 ０～３歳 ３歳～学齢前 小学生 中学生

1,262

構成率（%） 3.7 26.1 55.4 13.4 1.3 100.0

年度 不明／非虐待 危惧 軽度 中度 重度以上 合計

H31/R元 47 414 677 186 33 1,357

同上 前年度 3.5 30.5 49.9 13.7 2.4

R２ 47 330 699 169 17
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京都府広報監 まゆまろ 

 

◆ 本府における児童虐待施策の主な取組 

 

【平成２０年度～令和元年度(主なもの抜粋)】※丸数字は年度 

 ▶「要保護児童対策地域協議会」の府内全市町村での設置⑳ 

市町村における関係機関のネットワークの整備により連携した対応を推進 

 ▶「家庭支援総合センター」の開設㉒ 

   児童相談所、婦人相談所、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を統合し、家庭問題に総合的に対応する体 

制を整備 ※市町村支援や研修による資質の向上を機能として位置付け 

 ▶「児童虐待防止アドバイザー市町村支援事業」の開始㉔ 

市町村（要保護児童対策地域協議会）の困難ケース等への助言を行うため、学識経験者等の派遣を実施 

 ▶「宇治児童相談所京田辺支所」の開設㉕ 

京都府南部地域において、よりきめ細やかな子どもの相談体制を整備し、身近な地域で児童虐待事案や子どもに関する相

談に迅速に対応するために開設 

  ▶「保護者指導プログラム」の実施㉕ 

      虐待する（おそれのある）保護者への指導プログラムを開始（府内北部地域まで拡大㉖） 

 ▶ 児童相談所における夜間休日の相談体制の強化㉗ 

児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」の運用開始に伴い、夜間休日に電話対応を行う電話相談員を家庭支援総合セ 

ンターに配置 

 ▶ 子育てピアサポートセンターの設置㉘ 

   子育て世代を支援する子育てピアサポートセンターを設置、母子保健との連携により、児童虐待の発生予防・早期発見 

 ▶「子ども虐待対応マニュアル」による府児童相談所と市町村等の関係機関連携の強化㉙ 

   虐待対応における対応の方法や、関係機関との役割分担について整理することで、相互の連携強化 

 ▶ 京都府警と情報共有に関する協定を締結㉚ 

虐待の早期発見と重篤化に対応するため、京都府・京都市・京都府警の３者で協定を締結し、情報共有の体制を強化 

 ▶「赤ちゃん応援隊」活動への助成○元 

地域の子育て経験者などが乳児のいる家庭を訪問し、見守り支援を行う体制を整備することで、子育て家庭の孤立化を防ぎ 

地域の子育て力を向上 
 

【令和２年度】 

 ▶「児童虐待・ＤＶ防止連携推進員」の配置 

児童虐待とＤＶが絡み重篤化することを未然に防止するため、市町村などとより一層の連携強化を担う職員を各家庭支援     

センターに３名配置 

  ▶ 福知山児童相談所の改修工事完了（７月６日） 

隣接する河川の拡幅工事に伴い、平成３１年４月から改修工事を実施。一時保護所を全面改築し、男女別エリア化や間仕

切り設置による個室化等、一時保護機能を強化 

▶ 「児童虐待防止強化対策検討会」の設置 

児童虐待の防止強化に関し幅広く検討を行うことを目的として、令和２年１０月に検討会を設置し、強化対策につい     

て検討（令和３年度も検討を継続中） 
    

【令和３年度】 

 ▶ 児童相談所への児童福祉司等の増員 

      平成２９年度から計画的に増員し、５年間で児童福祉司と心理判定員あわせて２８名（③９名増員）の大幅な増員 

▶ 要保護児童等に関する情報共有システム（国整備）の稼働に伴う府システムの改修 

      転居ケース等における対応の効率的・効果的な実施に向けたシステムを整備 


